
                                    令和２年７月                                            

保護者の皆様                             

京都市立岩倉南小学校 

校 長  石田 和三 

台風等（特別警報・暴風警報）・地震に対する非常措置についてのお知らせ 

 京都市【（京都・亀岡）（京都府南部）と表示される場合もあります】に『特別警報』・『暴風警報』・『震度５弱

以上』の地震が発生した時は下記のような措置をとりますので，テレビ・ラジオ等の報道に注意してください。その他の

警報につき非常措置の場合は，ホームページやＰＴＡメール配信等でお知らせします。 

          

記 

（登校前の発令） 

１．『暴風警報』が登校前に発令された場合 

① 「暴風警報」が解除されるまでは，登校を見合わせ，自宅待機させてください。 

  ② 「暴風警報」が解除された場合については，以下の措置をとります。 

＊ 午前 ７時までに解除になった場合              平常授業 

＊ 午前 ９時までに解除になった場合              ３校時（１０時３５分）から始業 

＊ 午前１１時までに解除になった場合              ５校時から始業（下の表をご参照ください） 

（５校時から始業の場合は，給食を中止します。） 

➡曜日別５校時開始時刻（学期初めに配布しております校時表もご参照ください） 

曜日 月 火 水 木 金 

5 校時開始 13:50～ 13:10～ 13:50～ 13:25～ 13:10～ 

    ＊ 午前１１時現在，警報発令中の場合               臨時休業 

 

２．『特別警報』が登校前に発令された場合 

① 「特別警報」が解除されるまでは，登校を見合わせ，自宅待機させてください。 

 ② 「特別警報」が解除された場合については，以下の措置をとります。 

＊ 午前 ０時までに解除になった場合        ５校時から始業（給食は中止） 

➡曜日別５校時開始時刻（学期初めに配布しております校時表もご参照ください） 

曜日 月 火 水 木 金 

5 校時開始 13:50～ 13:10～ 13:50～ 13:25～ 13:10～ 

＊ 午前 ０時現在，特別警報発令中の場合            臨時休業 

 

３．京都市に『震度５弱以上』の地震が登校前に発生した場合，次の登校日を臨時休業 

 ＊下校後，深夜０時までに発生の場合は翌日，深夜０時以降登校までに発生の時は当日を臨時休業とします。 

 ＊休業日，休業前日に発生した場合は，原則として休業明けの登校日を臨時休業としますが，安全が確認でき，授

業等を実施する場合は，メール配信，ホームページ等で授業を実施する旨を連絡します。 

 ＊臨時休業とした場合の登校再開日は学校及び近隣の被災状況を確認し，改めて学校から連絡します。 

 ＊学校所在の左京区だけでなく，京都市域のいずれかの行政区で震度 5 弱以上を観測した場合の措置です。 
（裏面もご覧ください） 

各ご家庭におかれましては，日頃より

台風・地震等非常時の場合のことについ

て話し合っておいてください。 

令 和 ２ 年 度 中 保 存 版（改訂版） 



 

 

 

 

 

 

（在校中の発令） 

６．『暴風警報』が在校中に発令された場合 
 
 

           
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
７．『特別警報』が在校中に発令された場合 

＊ただちに臨時休業とし，下校の安全が確認できるまで，学校に留め置くこととします。 
＊その後，帰宅については，原則保護者への引き渡し帰宅とします。 

 
８．『震度５弱以上』の地震が在校中に発生した場合 

 ＊ただちに臨時休業とし，下校の安全が確認できるまで，学校に留め置くこととします。 

 ＊その後，帰宅については，原則保護者への引き渡し帰宅とします。 
 
９．その他，在校中に警報の発令がされた場合は，状況に応じて判断いたします。非常措置をとる場合は 

学校ホームページ，PTA メール配信でお知らせいたします。 
 
◎特別警報・暴風警報発令中・解除直後，地震発生後は以下のことがらに注意を払ってください。 
・ 強い風がおさまるまで家の外に出ない。切れた電線や倒壊の恐れのあるブロック塀などに十分注

意する。余震があることや地震で崩れているかもしれないところもあるので不用意に外出しない。 
・ 川（増水の危険）や倒壊の恐れのあるところへは，絶対に近付かない。 
・ 災害時，急に考えたり行動したりすることは難しく，普段から備えておくことが重要です。 

大規模な自然災害が起きたとき，起きそうなときに命を守るために「いつ」「どこへ」「どのような」
行動をとるのか，ご家庭でも話し合いや確認をお願いします。 

※放課後まなび教室も同様の措置をとります。 

登校後に暴風警報が発令された場合，気象状況，帰宅に要する時間，通学路の状況などを十分考慮して

帰宅させるかどうかを決定します。（警報発令直後は集団下校可能な気象状況であることが多く，集団下

校で児童が帰宅できる余裕があります。）そして，帰宅させると決定した場合には，年度当初に提出してい

ただいた『家庭票』下の「緊急時の集団下校について」での集団下校か学校での一時待機かのご回答に

基づいて子どもたちに下校及び待機の指示を出します。一時待機のお子たちは，保護者の方の学校到着

を待つことになります。（従いまして「一時待機」を選択されている場合には，お迎えが必要です。もし，どち

らを選択したかが不確かな場合は今一度担任にご確認ください。但し，以上は緊急時の集団下校の場合

であり，町別集会後等の通常時の集団下校においては『家庭票』のご回答に基づく自動的な「一時待機」

はありません。） 

『家庭票』での集団下校か学校での一時待機かの選択を変更される時は担任に必ず連絡帳でご連絡ください。 

４「大雨警報」「洪水警報」が発表された場合                   ＊今回の追加部分 
  通常「大雨警報」「洪水警報」では臨時休業はいたしませんが，気象状況により，大雨警報，洪水

警報等の長期間の継続が見込まれる場合，教育委員会の判断により臨時休校となる場合があり

ます。その場合には，学校ホームページやＰＴＡメール配信で最新の情報をお知らせいたしますの

で，ご確認をお願いします。 

 （特に，全市的に避難勧告や避難指示（緊急）が発令された場合などを想定しています。） 

５ 避難勧告・避難指示（緊急）が発令された場合 
<水害の避難勧告等について> 

  本校の校区である岩倉南学区は，「鴨川・高野川の浸水想定区域」であるため，避難勧告等の発

令対象地域です。岩倉南学区に避難勧告もしくは避難指示（緊急）が発令された場合には，原則，

暴風警報が発表された場合に準じた措置をとります。 

 


